
大規模小売店舗の名称及び所在地

ジャスコ多度津ショッピングセンター

仲多度郡多度津町北鴨２丁目６２７番地ほか

なお、当該店舗の運営に当たっては、次の事項に留意してください。

１ 駐車場出入口付近における交通混雑を避けるため、交通整理員を配置するなど出入する

自動車の誘導を効率的に行うとともに、駐車場内における自動車の誘導のための案内表示

を十分に行うこと。

２ 敷地南方の、一般県道多度津丸亀線（バイパス）と都市計画道路堀江丸亀船との交差点

においては、開店後に交通混雑を生じることが懸念されるので、オープン時などに交通整

理員を配置するなど交通安全対策に配慮すること。

３ 「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」（平成１１年通商産業

省告示第３７５号）に掲げられている事項に十分配慮すること。
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